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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第１四半期
累計期間

第72期
第１四半期
累計期間

第71期

会計期間
自2022年６月１日

至2022年８月31日

自2023年６月１日

至2023年８月31日

自2022年６月１日

至2023年５月31日

売上高 （千円） 6,728,053 7,887,058 29,321,724

経常利益 （千円） 170,666 248,181 1,105,486

四半期（当期）純利益 （千円） 115,115 168,877 822,353

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,312,207 1,312,207 1,312,207

発行済株式総数 （株） 4,284,500 4,284,500 4,284,500

純資産額 （千円） 13,079,694 14,081,625 13,977,541

総資産額 （千円） 21,211,765 23,370,247 23,213,983

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 28.90 42.22 205.86

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 33.00

自己資本比率 （％） 61.7 60.3 60.2

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がありませんので記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４. 当第１四半期累計期間より不動産賃貸事業に係る損益の表示方法を変更しており、第71期第１四半期累計期

間及び第71期についても組替え後の数値を記載しています。詳細については、「第４ 経理の状況 １ 四半

期財務諸表　注記事項 (表示方法の変更)」に記載しております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、当社は報告セグメントが管工機材卸売業のみであり、その他の事業は重要性が乏しいためセグメント毎の記

載を省略しております。

(1)財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期累計期間における我が国経済は、経済活動正常化や企業の設備投資増加を背景とした景気回復が続

きました。一方で、大企業を中心に高い賃上げが期待されるものの、インフレ率が引き続き高い伸びとなった影響

により個人消費についてはマイナスに転じたことから、景気回復は緩やかなものに留まりました。

　当管材業界におきましても、供給制約の緩和や脱炭素化などの投資需要の高まりによる堅調な需要の回復が続き

ましたが、ガソリン価格の上昇や物流業界における２０２４年問題への対応による物流費の増加、慢性的な人手不

足による人件費の増加は企業収益の押し下げ要因となっており、当社を取り巻く事業環境は依然として予断を許さ

ない状況にあります。

　このような状況の下、当社は2022年５月期に経営理念を刷新するとともに「３カ年事業戦略中期経営計画」を策

定、そのビジョンとして掲げた３つの事業戦略を推進してまいりました。

 

経営理念
 

社員の成長と幸せを追求し、永続かつ発展的に企業価値を高め、より良い社会環境創りに貢献します
 

３カ年事業戦略中期経営計画　ビジョン
 

「中部圏強化」 「首都圏地盤固め」 「働き方改革　生産性重視」

 

　中部圏強化により主力商品の売上を拡大し安定的な利益を確保するとともに、首都圏地盤固めにより各拠点にお

ける営業基盤を整備し営業力を強化することで、収益の確保と一層の売上拡大を図ってまいります。また、働き方

改革　生産性重視の取組として、デジタルトランスフォーメーションによる業務合理化を推進、ロジスティクス改

革、ＥＣ拡大、社員教育の充実や優秀な人材採用等を進めてまいります。

 

３カ年計画　数値目標の進捗
 

（単位：百万円）
第70期

2022年5月期
達成率

第71期

2023年5月期
達成率

第72期

2024年5月期

売上高
目標 25,000

106.5%
26,000

112.8%
28,000

実績 26,615 29,321 －

営業利益
目標 300

200.0%
350

261.4%
500

実績 600 915 －

 

　今後も「３カ年事業戦略中期経営計画」ビジョンの実現を目指していくとともに、更なる企業価値の向上に取り

組んでまいります。

 

　この結果、当第１四半期累計期間における売上高は78億87百万円（前年同期比17.2％増)となりました。利益に

つきましては、売上高増加により売上総利益が増加したため、営業利益は２億６百万円（前年同期比63.4％増）、

経常利益２億48百万円（前年同期比45.4％増）となり、四半期純利益につきましては１億68百万円（前年同期比

46.7％増）となりました。

　なお、当第１四半期会計期間より、不動産賃貸事業に係る表示方法を変更いたしました。

　従来、「営業外収益」の「その他」に計上していた「不動産賃貸料」を「売上高」に、「営業外費用」の「その

他」に計上していた「不動産賃貸費用」を「売上原価」に計上する方法に変更しております。

　詳細については、注記事項（表示方法の変更）をご覧ください。

 

　財政状態につきましては次のとおりであります。
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　当第１四半期会計期間末の総資産は233億70百万円となり、前事業年度末に比べ１億56百万円増加しました。こ

れの主な要因は現金及び預金が11億35百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が５億１百万円、電子記録債権

が６億14百万円、商品が１億７百万円、投資有価証券が１億14百万円増加したこと等によります。

　負債合計は92億88百万円となり、前事業年度末に比べ52百万円増加しました。これの主な要因は電子記録債務が

92百万円、未払法人税等が１億49百万円、賞与引当金が１億30百万円減少しましたが、買掛金が３億81百万円増加

したこと等によります。

　純資産は140億81百万円となり、前事業年度末と比べ１億４百万円増加しました。これの主な要因はその他有価

証券評価差額金が67百万円増加したこと等によります。

 

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

(5) 研究開発活動

　該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 13,000,000

計 13,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
（2023年８月31日）

提出日現在
発行数(株)

（2023年10月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,284,500 4,284,500
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 4,284,500 4,284,500 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2023年６月１日～

2023年８月31日
― 4,284,500 ― 1,312,207 ― 1,315,697

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2023年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2023年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 284,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,999,100 39,991 －

単元未満株式 普通株式 800 － －

発行済株式総数  4,284,500 － －

総株主の議決権  － 39,991 －

 

 

②【自己株式等】

    2023年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

株式会社オータケ
名古屋市中区丸の内

二丁目１番８号
284,600 － 284,600 6.64

計 ― 284,600 － 284,600 6.64

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2023年６月１日から2023年８

月31日まで）及び第１四半期累計期間（2023年６月１日から2023年８月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（2007年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　           0.72％

売上高基準　　　           0.57％

利益基準 　　　      　   1.78％

利益剰余金基準　           0.77％
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2023年５月31日)
当第１四半期会計期間
(2023年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,917,864 782,374

受取手形及び売掛金 6,755,033 7,256,417

電子記録債権 4,445,692 5,060,264

商品 2,782,321 2,889,474

その他 164,251 113,396

貸倒引当金 △787 △49

流動資産合計 16,064,376 16,101,879

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 979,011 964,816

土地 3,487,210 3,487,210

その他（純額） 110,646 134,699

有形固定資産合計 4,576,869 4,586,725

無形固定資産 69,494 67,557

投資その他の資産   

投資有価証券 2,344,527 2,459,253

関係会社株式 23,000 23,000

その他 139,856 135,941

貸倒引当金 △4,140 △4,110

投資その他の資産合計 2,503,244 2,614,084

固定資産合計 7,149,607 7,268,368

資産合計 23,213,983 23,370,247

負債の部   

流動負債   

電子記録債務 5,230,525 5,138,205

買掛金 2,169,396 2,551,377

未払法人税等 171,334 21,398

賞与引当金 211,242 80,964

その他 303,475 264,806

流動負債合計 8,085,974 8,056,752

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 113,962 113,962

退職給付引当金 684,321 675,601

資産除去債務 39,720 39,778

その他 312,463 402,527

固定負債合計 1,150,467 1,231,869

負債合計 9,236,442 9,288,622
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2023年５月31日)
当第１四半期会計期間
(2023年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,312,207 1,312,207

資本剰余金 1,315,697 1,315,697

利益剰余金 11,151,885 11,188,768

自己株式 △492,251 △492,251

株主資本合計 13,287,539 13,324,421

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 921,485 988,687

土地再評価差額金 △231,483 △231,483

評価・換算差額等合計 690,002 757,203

純資産合計 13,977,541 14,081,625

負債純資産合計 23,213,983 23,370,247
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　2022年６月１日
　至　2022年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自　2023年６月１日
　至　2023年８月31日)

売上高 6,728,053 7,887,058

売上原価 5,853,468 6,882,577

売上総利益 874,584 1,004,480

販売費及び一般管理費 748,202 797,934

営業利益 126,381 206,546

営業外収益   

受取利息 0 341

受取配当金 12,163 13,409

仕入割引 26,436 28,851

その他 6,663 1,926

営業外収益合計 45,263 44,528

営業外費用   

支払利息 198 281

投資事業組合運用損 - 2,507

その他 779 104

営業外費用合計 978 2,893

経常利益 170,666 248,181

税引前四半期純利益 170,666 248,181

法人税、住民税及び事業税 2,843 14,154

法人税等調整額 52,708 65,150

法人税等合計 55,551 79,304

四半期純利益 115,115 168,877
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【注記事項】

（表示方法の変更）

　従来、「不動産賃貸料」及び「不動産賃貸費用」については、「営業外収益」の「その他」及び「営業外費用」

の「その他」に計上しておりましたが、当第１四半期会計期間より、「売上高」及び「売上原価」に計上する方法

に変更いたしました。

 これは、当事業年度より不動産賃貸事業を主要な事業の一つと位置づけ、不動産賃貸収入が安定的な収益源であ

るとの認識、及び不動産賃貸物件の増加による不動産賃貸料の増加が見込まれること等から、事業の実態をより適

切に表示するために表示方法の変更を行ったものであります。

 この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期累計期間の四半期財務諸表の組替えを行っております。

 この結果、前第１四半期累計期間の四半期損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

15,308千円のうち「不動産賃貸料」8,645千円は「売上高」に、「営業外費用」の「その他」に表示していた2,381

千円のうち「不動産賃貸費用」1,601千円は「売上原価」に組替えております。なお、当該組替により売上総利益

及び営業利益は7,043千円それぞれ増加しておりますが、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありま

せん。

 

（四半期貸借対照表関係）

　当座貸越契約及びコミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行との間で当座貸越契約を締結しております。

　また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関２社とコミットメントライン契約を締結

しております。これらの契約に基づく当第１四半期会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりでありま

す。

 

 
前事業年度

（2023年５月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年８月31日）

当座貸越極度額の総額 5,500,000千円 5,500,000千円

貸出コミットメントラインの総額 2,000,000 2,000,000

借入実行残高 ― ―

差引額 7,500,000 7,500,000

 

　上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借

入先からの請求により、一括返済することになっております。

 

　各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度末日の75％以上に維持

すること。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間

（自　2022年６月１日

　　至　2022年８月31日）

当第１四半期累計期間

（自　2023年６月１日

　　至　2023年８月31日）

減価償却費 27,127千円 29,365千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2022年６月１日　至2022年８月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2022年８月26日

定時株主総会
普通株式 107,226千円 27円 2022年５月31日 2022年８月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2023年６月１日　至2023年８月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2023年８月28日

定時株主総会
普通株式 131,994千円 33円 2023年５月31日 2023年８月29日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自2022年６月１日　至2022年８月31日）及び当第１四半期累計期間（自2023年６月１

日　至2023年８月31日）

当社は、報告セグメントが管工機材卸売業のみであり、その他の事業は重要性が乏しいためセグメント情報

の記載を省略しております。

（収益認識関係）

 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 前第１四半期累計期間（自　2022年６月１日　至　2022年８月31日）

 顧客との契約から生じる収益 6,719,408千円

 その他の収益 8,645千円

 外部顧客への売上高 6,728,053千円

 

 当第１四半期累計期間（自　2023年６月１日　至　2023年８月31日）

 顧客との契約から生じる収益 7,868,757千円

 その他の収益 18,300千円

 外部顧客への売上高 7,887,058千円

 （注）１．その他の収益は不動産賃貸料であります。

       ２．従来、「不動産賃貸料」については、「営業外収益」の「その他」に計上しておりましたが、当第１四

半期累計期間より、「売上高」に計上する方法に変更しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2022年６月１日
至　2022年８月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2023年６月１日
至　2023年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 28円90銭 42円22銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 115,115 168,877

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 115,115 168,877

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,983 3,999

 　(注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2023年10月10日

株 式 会 社 オ ー タ ケ   

取 締　役 会　御　中   

 

 太陽有限責任監査法人  

 名古屋事務所  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　池　田　哲　雄   ㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　本　田　一　暁   ㊞

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オータ

ケの2023年６月１日から2024年５月31日までの第72期事業年度の第１四半期会計期間（2023年６月１日から2023年８月31

日まで）及び第１四半期累計期間（2023年６月１日から2023年８月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オータケの2023年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書
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日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は、当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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